
■ 地震発生時の対応

緊急地震速報発令 あるいは 地震発生

授 業 担 当 者 授業担当者以外 事務室・職員室

（大声で以下を指示） （安全確保後・状況確認） （放送で以下を指示）

初 ・机の下に潜り頭部を保護 ・机の下に潜り頭部を保護 緊急地震速報発令！

・揺れがおさまるまで待機 ・揺れがおさまるまで待機 (あるいは地震発生！)

即 ・声かけにより不安を軽減 机の下に潜れ！

動 ・負傷者等確認 火災の確認 火災発生時は出火場所を

時 ・負傷者救出 (火災時は事務室へ連絡) 確認し、消防署へ連絡

・出入り口確保

・消火(火気使用の場合) 情 報 収 集 ・一次避難場所の決定※１

対 対 （ＴＶ・ラジオ・ＰＣ等） ・避難指示内容の決定

（放送を確認後） （校内放送）揺れがおさまって

応 ・避難経路の指示 「○○室(棟)で火災発生。

応 ・救出 ○○室(棟)をさけて、○○○○○に避難せよ。」

・出入り口確認 ▼ 停電時等を想定し、ハンドマイクも準備

・避難行動に移れ！ ▼ 二次被害(土砂災害、津波等)に留意し避難指示

避 難 行 動（揺れがおさまって、落ち着いて行動）

一 次 避 難 ( 校 庭 等 ) 本 部 設 置

・人員点呼 ・人員確認

初 24 ・安全確認 ・負傷者がいれば救急車要請

・応急手当 ・現状把握（各係に指示）

期 時

係 別 行 動

対 間

不明者等救出・救護 消火活動 児童等の下校対応

応 以 （本部に連絡） 搬出活動 （保護者への引渡し）

内 ・事後対応（保護者対応、教育委員会報告※２、再開準備等)

・避難所の開設（市町防災部局と連携） 等

※１ 避難場所としては校庭等が一般的であるが、土砂災害や津波、火災の発生等、立地条件

や予測される災害を考慮し、予め複数の避難場所を決めておき、状況に応じて児童生徒を

安全な場所へ誘導する必要がある。

沿岸部の学校は地震発生時に津波被害を想定する必要がある。大きな揺れを感じた場合

はすぐに高地へ避難するとともに、弱い地震であっても情報を元に適切に対応すること。

※２ 報告事項としては、施設等の破損や児童生徒の怪我、臨時休校等の被害状況等がある。

校庭等が危険な場合、
二次避難※１
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